
新 旧 

グリーンイノベーション基金事業に関する特別約款 

（大学・国立研究開発法人等用） 

 

２０２１年５月２４日制定 

２０２４年３月３１日改正 

 

第１条～第５条（略） 

 

（経済産業省等への情報提供） 

第６条 乙は、甲が委託業務に関して知り得た一切の情報について、必要に応じて甲

の主務省である経済産業省及び研究開発・社会実装計画を作成する担当省庁に対

して提供することに同意するものとする。 

 

（再委託先等との契約） 

第７条 乙は、委託業務の一部を再委託又は共同実施するときは、乙が本特別約款を

遵守するために必要な事項及び甲が指示する事項について、再委託先又は共同実

施先と約定しなければならない。 

 

第８条～第１０条（略） 

 

 

附 則 

 この特別約款は、２０２４年４月１日から施行する。 

 

 

 

グリーンイノベーション基金事業に関する特別約款 

（大学・国立研究開発法人等用） 

 

２０２１年５月２４日制定 

 

 

第１条～第５条（略） 

 

（経済産業省への情報提供） 

第６条 乙は、甲が委託業務に関して知り得た一切の情報について、必要に応じて甲

の主務省である経済産業省に対して提供することに同意するものとする。 

 

 

（再委託先等との契約） 

第７条 本特別約款は、再委託先及び共同実施先に準用する。 

 

 

 

第８条～第１０条（略） 

 

 

 

 

 

 

 



新 旧 

（特別約款様式第１）（略） 

 

（別紙）誓約事項（略） 

 

（特別約款様式第１）（略） 

 

（別紙）誓約事項（略） 

 

 


